
令和７年度南陽市地域おこし協力隊員（ワイナリー創業育成人材）募集要項 

 

※この募集は令和７年度予算の成立を前提に行うもの、予算の成立状況によっては内容等に変更が生じる場合あり 

 

１ 募集概要 

 ぶどう栽培とワイン造りが盛んな“果樹王国”山形県。南陽市は、県内で最も歴史のあるワインのま

ちです。寒暖差のある気候、日照時間の長さ、水はけの良い土壌など、ぶどう栽培に適した条件が揃

っているため、糖度の高い良質なぶどうが育ちます。 

 市内には６社のワイナリーが集積しており、今大注目のナチュラルワインや東北最古のワイナリーが

造るノンフィルターワイン、ご褒美スイーツのようなデザートワイン、贅沢なディナーにもよく合う正

統派ワインなど、県外にあまり知られていない個性豊かなワインが楽しめます。 

 今回はそんな南陽市で、豊かな自然に囲まれながら、将来的には自らがぶどう園とワイナリーの主

となる夢を持ち、同じ夢を持つ方への支援を行うプロを目指す「南陽市地域おこし協力隊」を募集い

たします。 

 

2 募集人員    ワイナリー創業育成人材  １名 

 

3 募集対象者 

  次の要件すべて満たす方を対象とします。 

（１） 応募時点において、三大都市圏をはじめとする都市地域等（※「地域おこし協力隊及び地域プロジ 

ェクトマネージャーの特別交付税措置に係る地域要件確認表（令和４年４月１日現在／総務省）」に基づ 

き、特別交付税措置の対象となることが要件）に住民票を有し、隊員としての活動が決定した後は 

南陽市に住民票及び生活拠点を移すことができる者 

＊地域要件の適否については、応募前にお問合せください。 

（２） 令和７年４月１日現在の年齢が２０歳以上で心身ともに健康な者 

（３） 地域になじむ意思があり、地域住民とともに積極的に地域活性化に取り組み、地域おこし活動 

に意欲のある者 

（４） 協力隊の任期終了後においても南陽市に定住する意欲のある者 

（５） 普通自動車第一種運転免許を有している者 

（６） パソコンの一般的な操作（エクセル・ワード等）及び SNSの活用ができる者 

（７） 地方公務員法第１６条の欠格事項に該当しない者 

（８） ワインに関する知識・経験が深く、J.S.A ワインエキスパート エクセレンスまたは同等以上の資

格を有しているか、ワイナリーにおける５年以上の実務経験を有している者。 

（９） 将来的に自ら醸造用ぶどうの耕作を行い、かつ、ワイナリーの創業を希望している者。 

（１０） 自らが調査研究及び企画立案し、準備実行する能力がある者。 

 

４ 勤務地    南陽市内（南陽市役所農林課等） 

 

 



５ 活動内容 

【共通活動】 

（１） 地域づくりの推進や協力隊自身の経験・スキル・ネットワーク等を活かした地域振興活動 

（２） 地域行事への参画を通じた地域住民との交流 

（３） 研修への参加、地域情報の発信、活動報告 

 

【個別活動】  

ワイナリー創業育成人材／所属：農林課 

南陽産ぶどうの栽培の担い手、新たなワイナリー創業希望者の獲得、支援活動等を通じて、ワイン

産地としての魅力を高め、持続可能なワイン産業を繋ぐ。 

・ワイナリー創業に係るノウハウの調査研究及び創業希望者への伴走型支援の実践 

・ワインに関する自らの深い知識・経験を活かした講習会等の開催 

・南陽産ぶどうに係る気候風土や南陽ワインに係る調査研究・発表及び市内外への PR 

・新たな担い手確保に向けた情報発信及びマッチング業務 

 

６ 活動期間 

（１） 採用の日から令和８年３月３１日まで ＊採用の日は双方の協議のうえ決定する。 

（２） 採用の日から最長で３年間、期間を延長することができる。 

 

７ 地域おこし協力隊員の身分及び勤務形態等 

（１） 地域おこし協力隊員は、会計年度任用職員として市長の委嘱を受ける。 

（２） 活動は原則として、月曜日から金曜日の週５日、１週間につき３５時間以内とする。 

（３） 社会保険等（雇用保険、厚生年金、健康保険）に加入する。 

（４） 「南陽市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」に基づく各種休暇制度がある。 

（５） 貸与品等は次のとおりとする。 

  ① 活動期間中の住居は市が貸与する。ただし、転居に係る費用、生活備品、光熱水費等は本人の 

    負担とする。 

② 活動に使用する車両、パソコン、通信機器は必要に応じて市が貸与する。ただし、私的使用は

禁止とする。 

③ その他、活動に必要な消耗品費や出張費等については、予算の範囲内で市が提供する。 

 

８ 報酬の額等 

（１） 月額 226,600円 ＊1年目の額 

（２） 活動期間に応じた期末勤勉手当を６月・１２月に支給する。 

 

９ 募集期限 

令和７年８月２９日（金） 書類必着 

ただし、応募のあった者から順次選考を進めることとし、期限前に募集を締め切る場合がある。 

 



１０ 応募方法 

 下記、提出書類を １２ 申込先・問合先 まで郵送する。 

  ・別に定める「南陽市地域おこし協力隊員応募用紙」 

  ・履歴書（市販のもので可・顔写真添付） 

  ・住民票謄本（令和７年２月２８日以降に取得したもの） 

  ・普通自動車運転免許証の写し（表面・裏面） 

 

１１ 選考方法、結果通知 

（１） 第１次選考 

応募のあった者から順次書類審査を行い、結果を文書で通知する。 

（２） 第２次選考 

第１次選考合格者を対象に、第２次選考（面接）を南陽市役所にて行う。日時等の詳細については

第１次選考の結果とあわせ通知する。 

＊面接のために必要となる交通費等は自己負担となります。 

（３） 最終結果の通知 

  最終結果は第２次選考後に文書で通知する。 

 

１２ 申込先 ・ 問合先 

  〒９９９－２２９２ 山形県南陽市三間通４３６番地の１ 

南陽市みらい戦略課 企画振興係 宛て 

電 話 0238-27-1250 （平日８：３０～17：１５） 

メールmirai6@city.nanyo.yamagata.jp 
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